
(会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条に基づく備置書類)

吸収分割に関する事前備置書類

令和 4年8月26日

=菱ケミカルグループ株式会社



当社は、三菱ケミカル株式会社(以下「甲」といいます。)との間で、 2022年8月

22日に吸収分割契約を締結し、同年10月1日付で当社を分割会社とし、甲を承継会

社とする吸収分割(以下「本分割」といいます。)を行うことといたしました。
よって、会社法第 782 条第1項及び会社法施行規則第 183 条に基づき、下記の

とおり吸収分割の内容その他法務省令で定める事項を開示いたします。

吸収分割に関する事前備置事項

吸収分割契約の内容

三菱ケミカルグループ株式会社

代表執行役 ジョンマーク・ギノレソン

別紙1の「吸収分割契約書」のとおりです

2 会社法第758条 4号にげる事項についての定めの相当性に関する事項

本分割は、完全親子会社問の吸収分割であるため、甲は、当社に対して金銭等

の交付を行わないことといたしました

2022年8月26日

甲の計算書類等の内容

甲の最終事業年度に係る計算書類等は、別紙2のとおりです

において最終事業年度の末日後に生じた会社財産の"況に重要な影

事象の内容

該当事項はありません

5 当社において最終事業年度の末日後に生じた会社財産の"況に重要な影

る事象の内容

該当事項はありません

6 本分割が効力を生ずる日以降における当社の債務及び甲の債務(当社が本ハ割に

より甲に承継させるものに限る)の履行の見込みに関する事項

当社の 2022年3月31日現在の貸借対照表における資産の額は 1,796,949百万
円、負債の額は 1,3釘,262 百万円、純資産の額は4四,能7百万円であり、その後、
これらの額に重大な変動は生じておりません。

また、本分割の効力発生日までに当社の資産及び負債の状態に重大な変動が生
じる事態は予測されておらず、本分割後における当社の資産の額は負債の額を十

分に上回る見込みです。

以上の点、並びに当社の収益状況及びキャッシュフロー等に鑑みて、当社の負

担する債務については、本分割の効力発生日以降も履行の見込みがあると判断し

を与える

を与え

記



ます。

なお、 本分割において当社が甲に承継する債務はありません



二菱ケミカルグループ株式会社 q主所:東京都千代田区丸の内丁目1番1号、以下「甲」

という。)と三菱ケミカル株式会社(住所:東京都千代田区丸の内一丁目 1番1号、以下「乙」

という。)とは、第1条において規定する甲の保有する株式の管理事業を乙が承継する吸収分割

(以下「本分割」という)に関して次のとおり契約を締結する

第1条(吸収分卸D

甲は、本契約の規定に従い、以下の各号に掲げる自己の保有する株式の管理事業に関して有

する権利義務を、吸収分割により乙へ承継させ、乙はこれを承継する。

( 1) Mitsubi5hi chemical Holdin冨S America,1nc.の発行済み全株式

( 2 ) MitS此ishi chemic.1 Holdi08S E"tope GmbH の発行済み全株式

吸収分割契約書

第2条(吸収分割に際して交付する株式等)

乙は甲の完全子会社であるため、乙は、本分割に際して、甲に対し乙の株式その他金銭等

の交付を行わない

第3条(効力発生日時)

本分割の効力発生日時(以下本効力発生日時」という。)は令和4年10月1日午前零時と

する。但し、本分割の乎絖の進行上必要あるときは、甲乙協議の上、本効力発生日時を変更

することができるものとする。

別紙1

第4条(条件変更及び解除)

本契約締結日から本効力発生日時に至るまでの間において、甲又は乙の財産状態、経営状態

に重要な変動を生じたときは、甲乙協議のうえ、本契約を変更し又は本契約を解除すること

ができる

第5条(協議事項)

本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑鞍を生じた事項については、甲乙誠意をもっ

て協議解決する

以上、本契約締結の証として本書1通を作成し、甲乙記名押印の上、乙が本紙、甲がその写し

を保有する。

令和4年8月22日
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東京都千代田区丸の内一丁目1番1号

三菱ケミカルグループ株式会社

代表執行役 ジョソマーク・ギノレソン

乙

東京都千代田区丸の内一丁目1番1号

三菱ケミカル株式会社

代表取締役福田信夫



別紙2 吸収分割承継会社(=菱ケミカル株式会社)の最終事業年度に係る計算

書類等



弔5期

2021年4月1日から

2022年3月31日まで

事業報告

菱ケミカル株式会社三



1.親会社等との取引に関する事項

当社の親会社は、持株会社である槻三菱ケミカルホールディングスであり、同社は、

当社の株式572,034,109株(出資比率 100%)を保有しております。当社は、同社に

よるポートフォリオマネジメントのもと、事業を行っております。

当社は、同社から長期及び短期資金の借入れを行っておりますが、市場取引と比較

して取引条件が不合理でないこと等を確認し、公正かつ適正に実施しており、当該取

引は当社の利益を害するものではないと考えております

事業報

2.会計監査人に関する事項

(1)名称

EY新日本有限責任監査法人

3.業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要

(1)業務の適正を確保するための体制の整備の基本方針

当社が取締役会において決議した業務の適正を確保するための体制の整備の

基本方針(以下「基本方針」といいます。)は、以下のとおりであります

①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

イ.当社の属する三菱ケミカルホールディングスグループの企業行動憲章を、当

社及び当社を会社法上の親会社とする企業集団(以下「当社グループ」という。)

におけるコンプライアンスに関する基本規程とする。

ロ.取締役は、取締役会規則その他の関連規則に基づき、当社グループの重要事

項について取締役会において意思決定を行うとともに、相互にその職務執行の

監視・監督にあたる。監査役は、監査役監査基準等に基づき、取締役会その他

の重要な会議への出席等を通じて、取締役の職務執行について監査を行う。

ハ.財務報告の信頼性を確保するための内部統制を整備し、その適切な運用・

管理にあたる

ニ.グループコンプライアンス推進規程その他の関連規則に基づき、コンフライ

アンスに関する推進体制、啓発・教育プログラム、監査・モニタリング体制、

ホットライン等の当社グループにおけるコンプライアンス推進プログラムを

整備し、コンプライアンス推進統括執行役員を置いて、その適切な運用・管理

にあたる

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

〕で

、

ま

告 1

月年

1

〔



グループ情報セキュリティポリシーその他の関連規則に基づき、取締役会議事

録、経営執行会議審議決定書、稟議書その他取締役の職務の執行に係る文書及び

電磁的記録を保存・管理するとともに、取締役及び監査役がこれを閲覧できる

体制を整備する

3損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理統括責任者を社長とし、グループリスク管理規程その他の関連規則

に基づき、当社グループの事業活動に伴う重大なりスクの顕在化を防ぎ、万一

リスクが顕在化した場合の損害を最小限にとどめるためのりスク管理システム

を整備し、その適切な運用・管理にあたる

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ.暢三菱ケミカルホールディングスの中期経営計画に沿って、事業部門毎に策

定した事業戦略に基づき事業を推進するものとし、年度予算等の具体的な経営

目標は、取締役会においてこれを定め、その達成を図る。

ロ.執行役員制度の導入により、経営の監督と執行の分離を進めるとともに、

取締役会をはじめとする各審議決定機関の付議基準並びに各職位の権限及び

各部門の所管事項を社内規則に定め、会社の経営に関する意思決定及び執行を

効率的かつ適正に行う

5企業集団における業務の適正を確保するための体制

グループ経営規程その他の関連規則に基づき、当社グループの経営管理(経営

目標の管理、重要事項に関する報告・承認、グループ内部監査等)を行うととも

に、コンプライアンス、りスク管理をはじめとする総三菱ケミカルホールディン

グスのグループ内部統制方針・システムを当社グループとして共有することを通

じて、当社グループにおける業務の適正を確保する

6監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保

するための体制

イ.取締役及び使用人は、監査役監査基準その他関連規則に従い、当社グループ

における経営上の重要事項(会社に著しい損害を及ぽすおそれのある事実及び

不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実を含む。)を監査役に

報告する。

ロ.監査役に報告した当社グループの取締役、監査役及び使用人に対して、不利

益な取扱いをしない旨を定める。

ハ.監査役の職務を補助すべき使用人として、監査役の要請に基づき、監査役付

を置き、監査役の指示のもと監査の補助にあたらせるものとする監査役付の

人事(異動、評価等)については監査役の承認を得る。

ニ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、監査役と社長
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をはじめとする執行部門との定期的な会合、監査役と内部監査部門との連携、

情報交換等を行う。

ホ.監査役又は監査役付が支出した費用のうち、監査に要するとみなすのが相当

な費用については、会社が負扣する

)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社は上記の基本力針に従い、体制の整備とその適切な運用に努めており

当期の運用状況の概要は以下のとおりであります

①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

・2022年度に実施する会社全体の組織体制変更に向け、関連する規程の改定及び

新組織に向けた体制の整備を実施した。

・取締役会を 19 回開催仂口えて書面決議を 6 回実施)し、経営上の重要事項に

ついて、適時・適切に意思決定を行うとともに、当社グループの経営に係わる

重要事項について報告がなされた監査役は全ての取締役会に出席し、意思決

定の過程の監査にあたった。

・金融商品取引法及び同法が規定する一般に公正妥当と認められる内部統制の

評価に関する基準に基づき、内部統制の整備・運用状況について評価を実施

し、有効であることを確認した。

・コンプライアンスホットラインにより相談・報告を受け、彪、要な対応を行っ

た(115件)。

・国内外でのコンプライアンス研修及びコンプライアンス意識調査の実施、Tone

homth.T叩等、コンプライアンス推進プログラムを整備の上、運用した研

修についてはりモート形式や動画配信により継続して実施した

2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役会規則、重要書類取扱規則その他の関連規則に基づき、取締役会議事録、

経営執行会議審議決定書等の意思決定・執行書類については、保管期間を定め、

データベース等による管理を実施している。また、取締役会及び経営執行会議

の審議結果の伝達は、データベースなどを利用し、迅速に行われている。

・当社各組織に対し、当期初に実施した情報資産管理規則等の改定について掲示

板及び説明会の開催により周知し、文書類管理基準表(情報資産管理の台帳)

の見直し又は新規作成を依頼した。

・サイバー攻撃の未然防止に向け、当社及び当社グループに関するサイバー脅威

情報(攻撃予兆等)収集サービスの検証及び導入準備を実施した。

・標的型攻撃メール等に対する訓練、情報セキュリティに関する教育等を継続し

た。

・プラント内の各種センサー等10Tシステムの利用に対するガイドラインを作成



3損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・各事業ドメインにりスクマネジメント部を新設し、第 1ディフェンスラインに

おけるりスクマネジメント体制を強化した。

・各部署保有のりスク及び各部門横断的に共通で取り組むりスク(経営指定りス

ク)の洗い出しと再評価を行った。

・当社及び当社グループの製品供給の停止がサプライチェーンに与える影の調

査を行った。

・当社及び当社グループの事業継続能力向上のために、全社のBCPに係る情報を

共有し、部門横断的な課題抽出と解決に取り組むマネジメント会議(全社BCM

推進会議)を立ち上げ、 2回開催した(上期・下期 1回ずつ)

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・KV30 に基づく中期経営計画『APTSIS25』 st即 1の目標達成のためのアクショ

ンプランを実行しつつ、期中からは株式会社三菱ケミカルホールディングスの

新たなマネジメント方針への対応を行った。具体的には、営業予算や投資、業

務変革推進施策、グループ会社削減等の経営指標達成に向けた進捗状況のモニ

タリングを経営執行会議で行い、議論を経て必要な場合は迅速に軌道修正を行

いながら、目標達成に向け推進した。

・経営執行会議において、組織改編に伴う大幅な権限委譲による経営判断の迅速

化と業務執行の効率化を図っ六

⑤企業集団における業務の適正を確保するための体制

・三菱ケミカルホールディングスグループ及び当社の内部監査基本方針に基づき、

当期の内部監査計画を策定し、監査対象組織における統制環境、統制活動及び

リスク管理の状況等を重点項目とする監査を実施するとともに、監査の指摘事

項に対する改善状況をフォローアップによって確認した。監査計画に基づき、

当社内組織及び国内外グループ会社43組織の監査を実行した。

・三菱ケミカルグループ・りスク管理規程に基づき、所管部署を通して、国内外

グループ会社のりスクの洗い出し、再評価を実施した。

・三菱ケミカルグループ各社に対する=ンプライアンス違反事案の報告指針を周

知・徹底するとともに、同指針に基づき違反事案について MCHC への報告を行

つた。また違反対応 TOD0 りストを整理し、りスクマネジメント部へ共有、適

切な違反発生時の対応が行えるようにした

6監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保

するための体制

・監査役監査基準等に従って、重要な伺書については、これを監査役に回付した。
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また、取締役会に加え、経営執行会議、コンプライアンス推進委員会、りスク

管理委員会その他の重要な会議に監査役が出席した。

内部監査部門及び内部統制部門より定期的に活動状況について監査役に報告し

た

菱ケミカルグループ・コンプライアンス推進規程等において、相談・報告者

保護に関する規定を明確化している

監査役の監査業務補助のため、監査役付を配員し、監査役付の任命、評価、異

動等にあたっては、事前に監査役の伺意を得るものとし、取締役からの独立性

を確保している。

代表取締役、取締役、執h役員等と監査役との情報交換を実施し、また、内部

監査部門より定期的に監査概況の報告をする他、適宜情報交換会を開催し、内

部監査の情報を監査役監査の参考として提供した。

監査役監査計画に沿って、監査役が支出した費用のうち、監査に要するとみな

すのが相当な費用については、当社が負扣している



第5期附属明細書(事業報告関係)

2021年4月1日から

2022年3月31日まで

菱ケミカル株式会社三



当事業年度においては記載すべき事項はありません



第5期計
ノ、'夫一

昇 類

菱ケミカル株式会社

書

〕日
日

1

13

月
月

4
3

年
年

1
2

2
2

0
0

2
2

自
至〔

三



勘 定
(資産の部)

流動資産

金及現
戸' 取

売

商
1コ

及ロロ

仕

材原

会係関

未

科

貸借対照表

20訟年3月31日現在

計

び

資

目

掛

本

手

料及

社短

収

預

本

掛

び

金額

び貯

期貸

入

製

倒

Q39,78の

28,509

1 11,271

圃定資産

有形固定資産

建

構

機

車

工

土

建

555,551

1,917

5,432

244,934

156,115

3,920

102,150

1,783

31,M9

8,889

△ 742

蔵

付

(負

流

当

債の部)

負債

形手

金掛

短 借 金期 入

短 金関係 期借入社ユ茸

1年内返済予定の長期惜入金

払 金

費払 用

等法 税払 人

金貞 り

与 金当引

1年内固定資産整理損失引当金

金1年内環境対策引当

他そ の

築

械及び

両連

具器具及

無形固定資産
の

ソフト

そ

(単立:百万円)

目金額

本

の他

利

装

搬

び備

設

ス

仮

剰

準

資本

そ

934,358 固

(467,758)

97,822

48,450

129,840

315

12,697

119,399

655

58,576

投資その他の資産

資有 価証 券

係会 株

その他の関係会社有価証券

金

会係 金出

従業員に対する長期貸付金

係会社長期貸付 金

払1切月1」 用
^ '

金延税

合

益

の他

固定資

繰越

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金

1,489,910

549,466

2,685

168,186

137,314

2,129

86,310

48,650

16,586

12,078

32,038

33,929

825

195

8,537

ウ

810,563

負債

期

:に

職

式

期

定資

務保

境
産

(476,085)

476,085

868

475,217

剰余金

11 益剰余金

産圧縮積立金

1」益剰余金

a5,973)

1,468

4,293

10,211

そ

入

純資

負債純資産合

当

当

当

引当

引当

資産

負債合計

倒

679,347

1,489,910

(450,627)

43,738

276,470

27,396

547

54,260

54

2,239

854

37,474

フ,954

364

(純資産の部)

株主資本
資

失

引

669,096

53,229

10,251

10,251

2田,096

171,800

64,861

248

1,633

296

5,210

1,593

1,106

14,347

定
払

金
金
金
金
金
金
金
務
他

当
債

弓
弓
弓

去

佶
付
付
繕
理
損
策
の

金
形
金
品
品
品
金
金
他
金

合

定
長
退
株
定
固
債
環
資
そ

金
金
金余

、
備
リ

余
剰

物
物
耀
具
品
地
産
定

そ
貸

資
そ

ん
ア
他

計
計

れ
の

当
の
引

の
引

資
勘

整
証
 
1
除

給
給
修
対



1 売上高

Ⅱ売上原価

売上総利益

Ⅲ販売費及び般管理費

営業利益

Ⅳ営業外収益

受取利息、

受取配当金

その他

(営業外収益合計)

V 営業外費用

支払利息、

その他

(営業外費用合計)

経常利益

Ⅵ特別利益

投資有価証券売却益

その他

(特別利益合計)

Ⅷ特別損失

固定資産整理損

債務保証損失引当金繰入額

減損損失

投資有価証券評価損

その他

(特別損失合計)

税引前当期純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

当期純利益

損益計算書

10,766

5,210

3,590

3,326

3,952

26,845 )

176,127

15,329

17,324

143,473

摘要

2021年4円 1日

2022年3月31日

(単位:百万円)

金額

1,365,371

1, H7,300

248,071

172,126

75,944

83

51,935

5,472

57,491 )

1,990

3,130

5,120 )

128,315

66,796

フ,860

74,657 )

自
至



当期首残高

当期変動額
剰余金の配当

当期純利益

固定資産庄縮積立金の取崩

株主質本以外の項目の当期
変動額(純額)

当期変動額合計

当期末残高

資本金

本等変動計
2021年4月1日
2022年3月31"

53,229

資本
池備金

資本剰余金

その他

資本
剰余金

28,509

当期首残高

当期変動額
剰余金の配当

当瑚純利益

固定資産圧紘積立金の取崩

株主資本以外の項目の当期
変動額(純額)

当期変額合計
当期末残高

株キ資本

111,271

資本
剰余金
ム甘÷

53,229

利益
剰余金

その他
利益剰余金

固定資産繰越利益
圧縮積立金剰余金

889 372,153

その他

有価証券
評価
差額金

評価換差額等

139,780

28,509 111,2n

繰延
ヘッジ
損益

12,705

(単位:百万円)

平価

換
差額等
ムロ十

利益
剰余金
合計

△20

△●0,430

143,473

20

△2,454

△2,454

10,251

株主資本
合計

純資産
ム脅十

△20

868

373,042

12,705

△40,430

143,473

103,064

475,217

566,053

578,758

△40,430

M3,473

△do,430

143,473

△2,454

△2,454

10,251

103,043

476,085

△2,454

100,588

679,347

103,043

669,096

主
自
至

株



個別注記表

重要な会計方針に係る事項

1 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式・関連会社株式
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

市場価格のない株式等

2 デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ 時価法

3 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品、製品、原材料、その他の棚卸資産 総平均法による原価法
貯蔵品(除く包装材料及び劣化資産) 移動平均法による原価法
なお、貸借対照表価額については収益性の低下に基づく鰯価切下げの方法により

4 固定資産の減価償却方法
1 有形固定資産(除くりース資産)

2 無形固定資産(除くりース資産)

移動平均法による原価法

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定)
移動平均法による原価法

3 リース産
所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引に係るりース資産

引当金の計上基準
貸倒引当金

5

環境対策引当金

賞 与

退職給付引当金

定額法

定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては利用可能期間(5年)
に基づく定額法を採則しております。

リース期間を耐用午数とし、残存価額を零とする定額法

引 当

債権の貸倒れによる損失に備えるため、主として一般債権については貸倒
実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を勘案し、回収不能見込額を計上しておりまt。

従業員賞与等の支給に備えるため、支給見込額及び当該支給見込額に対
応する社会保険料会社負担見込額のうち、当期に負担すべき費用の見積
額を計上しております。

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき、計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法給付算定式基準を採用しております。
未認識項目の費用処理方法及び費用処理年数
未認識過去勤務費用 定額法 5年
未認識数理計上の茅異定額法 5年(翌期より費用処理しております。

株式交付規則に基づく取締役及び執行役員への親会社株式の給付等に
備えるため、当期末における株式給付債務の見込み額に基づき、計上して
おります

貯油槽の定期的修繕に要する支出に備えるため、その支出見込額のうち、
当期に負担すべき費用の見積額を計上しております。

固定資産の整理に伴い支出が予想される処理費用の発生に備えるため、
当該損失見積額を計上しております。

関係会社の事業整理に伴い負担することとなる損失に備えるため、当該損
失見積額を計上して粉ります

関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社に対する出資金額等、
及び債務保証に係る損失負担見込額を超えて当社が負担することが見込ま
れる額を計上しております。

関係会社の債務保証に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を
勘案して、当社が負担することが見込まれる額を計上しております。

環境対策を目的とした工事等に伴い将来負担することとなる損失に備えるた
め、当該損失見積額を計上しております

金

.

株式給付引当金

定しております

定期修繕引当金

冏定資産整理損失引当金

関係会社整理損失引当金

関係会社事業損失引当金

債務保証損失引当金



6 収益及び費用の計上基準

当社は、以下の5ステップアプローチに基づき、顧客への財やサービスの移転との交換で、権利を得ると見込む対
価を反映した金額で収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5;履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する
当社は、機能商品、ケミカルズの事業領域において事業活動を行っており、国内外の顧客に多種多様な製品等の
捉供を行っております。
これらの事業における製品販売については、製品の引渡時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得t
ることから、履行萎務が充足されると判断し、当該製品の引渡時点で収益を認識しておりまt

7 ヘッジ会言十の方法
1 へッジ会計の方法

2 ヘッジ手段とへッジ対象

3 ヘッジ方針

4 ヘッジ有効性評価の方法

8 連結納税制度の適用

原則として繰延へッジ処理を採用しております。
なお、為替予約については、振当処理の要件を充たしている場合は振当
処理を採用しております

(ヘッジ手段)(ヘッジ対象)
外貨建予定取引為替予約

当社の内部規定であるりスクヘッジ要領」に基づき、為替変動りスクをへッ
ジしております

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とへッジ手段の
相場変動又はキャッシュフロー変動の累計を比較し、その変動額の比率
によ0て有効性を評価する力法を採用しております

鵬三菱ケミカルホールディングスを連結納税親法人とする連結納税子法
人として、連結納税制度を適用しております



会計方針の変更に関する注記
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日以下収益認識会計基準ルいう。)及び「収
益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を、当会計年度の期首から
適用しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
りますが、繰越利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。また、当会計年度の損益に与える影響もありま
せん。

(時価の定に関する会計基準等の適用)
印寺価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当
会計年度の期首から適用し、時価定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号
2019年7月4勵第U-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将
来にわた0て適用しておりますこれによる、当会計年度に係る計算書類への影響は島りません

会計上の見りに関する注記

1 繰延税金産の回収可能性

1)当会計年度の計算類に計上した金額
繰延税金産(純額)37,474百万円
(繰延税金負債と相殺前の金額は50,676百万円です)

(2)計算書類利用者の理解にするその他の情報
①算出方法
将来減算一時差異及ぴ税務上の繰越欠損金に対して、予定される繰延税金負債の取崩、予柳1される将来課税
所得及びタックスプランニングを考慮し、繰延税金産を計上しております

②主要な仮定
将来課税所得の見積りの基礎となる将来の事業計画における主要な仮定は、売上収益の予測と原料価格の市
況推移の見込です。

③翌会計年度の計書類に与える影響
主要な仮定である売上収益の予測及び原料価格の市況推移の見込については、将来の不確実な経済条件の
変動の結果によ0て影響を受ける可能性があります。将来の課税所得の結果が予測仮定と異なる場合は、繰
延税金資産の回収可能性の評価が異なる可能性があります。

2 固定資産の減損

①当会計年度の計算書類に計上した金額
有形固定資産467,7認百万円

(2)計書類利用者の理解に資するその他の情報
①算出方法
減損の兆候がある有形固定産の減損損失を認識するかどうかの判定は、割引前将来キャッシュ・フローの総
額と帳癖価額を比較する二とによって行い、割引前将来キャッシュ・フ捻一の総額が帳簸価額を下回る場合に
は、減損損失を認識します。割引前将来キャッシュ・フローは、原則として5年を限度とする事業計画とその後の
成長率を基礎として見積もっております

②主要な仮定
割引前将来キャッシュ・フローの算出に用いた主要な仮定は、原則として5年を限度とする事業計画における将
来キャッシュフローの見積り、寄1引率及び成長率です将来キャッシュ・フローの見積額は主として、売上収益
の予測及ぴ市場の成長率に影響を受けます。

3翌会計年度の計算書類に与える影
主要な仮定について、経営者は妥当と判断しておりますが、将来の不確実な経済条件の変動の結果によって
影響を受ける可能性があり、前提とした状況が変化すれぱ回収可能価額の算定結果が異なる可能性がありま
す

(新型コロナウィルスの感染拡大に伴う会計上の見積りについて)
新型コロナウィルス感染症の影について、今後の感染状況や収束時期を合理的に予測することは依然として困難
でありますが、当会計年度における当社の業績に及ぽす影響は軽微であることから、新型コロナウィルス感染症による
重要な影響はないものと仮定して会計上の見積りを行っております



借対照表に関する注記

有形固定資産の減価却累計額 1,723,698百万円

減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております

2 保証債務等残高

銀行借入等に対する保証債務等
債務保 残証 局

残保 予約証 局

3 関係会社に対する金銭債権債務(区分表示したものを除く)
短期金銭債椛 H I,799

短期金銭債務 76,029

長期金銭債務 453

損益計 に関する注記

関係会社との取引高

売上高

仕入高

営業取引以外の取引高

2 投資有価証券売却益(特別利益)
主に、マフテック株式会社株式、ジェイカムアグリ株式会社株式を売却したものであります

3 固定資産整理損(特別損失)
主に、アルミナ繊維事業の売却に伴うものであります。

2,261 百万円(うち、当社負担割合額 2,244百万円)

6 百万円(うち、当社負担割合額6百万円)

4 債務保証損失引当金繰入額(特別損失)
Cleanpart usA,1ΠC.、 MK Media,1nCに対するものでありま司'。

5 減損損失(特別損失)

当会計年度において、3,590百万円を減損損失として特別損失に計上いたしました。減損損失を認識した主要な
資産は以ドの通りであります

百万円

百万円

百万円

421,129 百万円

385,840 百万円

96,048 百万円

オキソアクリレート製造設
備

用途

・オキソ・アクリレート製造設備

1,618百万円(内、機械及び装置1,582百万円、その他33百万円)
オキソ・アクリレート事業は、営業活動から生じる損益が継続してマイナス基調であり、今後も収益改善の可能性
が低いことから、帳簸価額を回収可能価額まで減額いたしました。なお、回収可能価額は使用価値により測定し、
将来キャッシュ・フローを5,84%で割り引いて算定しております。

6

場所

岡山事業所(岡山県倉敷
市)、三重事業所(三重県四
日市市)

投資有価証券評価損(特別損失)
主に、MCメディア株式会社に対するものであります

機械及び装置等

種類

1,618



株主資本等変動計書に関する注記

発行済株式の種類及び株式数に関する那項

当会計年度末の発行済株式の種類及び総数
572,034,109 株普通株式

2 配当に関する事項

①配当金支払額

決議

2021年6月1日

臨時株主総会

2021年11月1日
取締役会

②基堆日が当会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌会計年度となるもの
2022年6月1日開催の臨時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を炊のとおり提案しております
・配当金の総額卯,620百万円
1株当たり配当額 71円

2022年3月31日基準日
2022年6月2日効力発生日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定Lております

株式の種類

普通株式

税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、投資有価証券評価損、退職給付引当金等であり、繰延税金負債の発生の主な原因は、
その他有価証券評価差額金等でありますなお、投資有価証券評価損及ぴ繰越欠損金(地方税)等に係る繰延税金資産に対
しては、評価性引当額を計上しております

普通株式

配当金の総額

3,530百万円

36,900百万円

(法人税及ぴ地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理)
当社は、翌会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。
また、法人税及び地方法人税に係る税効果会計に関する会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場
合の会計処理及び朋示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)を当会計年度の期末から適用しております

基池日

2021年3月31日

2021年9月30日

効力発生日

202】年6月2日

2021年12月1日



金融商品に関する注記

金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については短期的な預金で運用し、また、資金調達にういては金融機関や三菱ケミカルホールディン
グスグループからの惜入により荊達しております。なお、グループとしての金の効率的な活用と金融費用の削減を目的と
して、CMS(キャッシュ・マネジメントシステム)を導入し、グループ会社問及び三菱ケミカノレホールディングスグループとの
問において貸付・借入を行っております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用りスクは、与信関係規則に沿ってりスク低減を図っております。外貨建ての営業債
権に係る為替の変動りスクは、必要に応じ為替予約を利用してへッジしております。また、投資有価証券は、主に取引先企
業との業務又は'本提携等に閏連する株式であり、その保有意義にういては毎期確認、を行うとともに、定期的に時価、発
行体(取引先企業)の財務状況等の把握を行うております。
買掛金は、主に1年以内の支払期日でありまt。一部の外貨建ての買掛金に係る為替の変動りスクは、遭、要に応じ為巷予
約を利用しへッジしております。惜入金は、営業取引や設備投資に必要な'金の調達を目的としたものでありまt。なお、
デリバティプ取引は経理規則に従い、実需の範囲で行うこととしておりまt

2 金融商品の時価等に関する出項
2022年3月31日(当会計年座の決算田における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額にういては、汰の通りであり
ます

現金及び預金
受取手形
売掛金
関係会社短期付金
投資有価証券
その他有価証券

買掛金
短期借入金
関係会社短期佶人金
長期借入金

Q年内返済予定分を含む)
デリバティプ取引

(10)ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されているもの

X負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注D 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金及び預金、セ)受取手形、(3)売掛金、④関係会社短期付金

これらは短期問で決済され、時価は帳癖価額にほぽ等しいことから、当該帳簿価額によ0ております。
伍)投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によ0ております。

(6)買掛金、(フ)短期佶入金、偲)関係会社短期惜入金

これらは短期問で決済され、時価は帳癖価額にほぽ等しいことから、当該帳癖価額によっております。
⑨長期借入金

これらの時価については、主として元利金の合計額を同様の新規借入を行0た場合に想定される利率で御1り引
て定する方法によっております。

(1のデリバティブ取引
これらは取引金融機関等から提ボされた価格によ0ております

'借対照表
計上額X

1,917

5,432

244,934

1,袷3

時価X

1,917

5,432

244,934

1,783

16642

(168,186)
(137,314)

(2,129)

(258,HO)

(単位:百万円)

差額

(注の市場価格のない株式等

(単位:百万円)
貸借対照表

区分
計上額

非上場株式 330,962

出資金 54,808

(5)投資有価証券」には含めておりませんこれらに0いては、

16 642

a能,186)
(137,314)

(2,129)
(257,625) △ 485

34 34

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9



関連当事者との取引に関する注記

1)親会社

属性

ム社

会社等の名称

鬮三菱ケミカ
ルホールディ
ングス

議決権等の所有
(被所有)割合

被所有
直接100.0%

(注)取引金額には消贄税等を含めておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
なお、側三菱ケミカルホールディングスからの資金の佶人及び返済の取引金額は純額表示して北ります。

関連当亊者と
の関係

資金の借入
役貞の兼任

(2)子会社及び関連会社等

属性

十会士

会社等の串称

取引の内容

q卦取引金額には消費税等を含めておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注D 2022年明5日に締結した吸収分割契約に基づき、当社のアルミナ繊維事業に1劃する権利毅務を、2022年3月1日にマフ
テック嶋に移転しております。

マフテック棚

資金の返済
(注D

議決権等の所有
(被所有)割合

所
直接100.0%

利息,の支払
(注D

1金額

万円)

(3)兄弟会社等

関連当事者と
の関係

吸収分割
約の締結

属性

親会社の
子会社

25

閨係会社
短期惜入金

1年以内返済予定の
長期惜入金

未払費用

会社等の名称

科目

30

朕三菱ケミカ
ノレホールディ
ングスコーポ
レートスタッフ

取引の内客

0

議決権等の所有
(被所有)割合

所有

なし

会社分割による
分割
(注D

期末残高

(百万円)

2,129

(注)取引金額には消費税等を含めておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注D 市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
なお、樹三菱ケミカルホーノレディングスコーポレートスタッフからの資金の借入及び返済の取引金額は純額表示しておりま
す。

取引金額

(百万円)

25,957

関逓当Ⅲ者と
の関係

資金の借入
役員の兼任

3,640

0

科月

取引の内容

移転資産

資金の返済
(注D

移転負債

期末残高

(百万円)

取引金額

(百万円)

利息、の支払
(注D

釣,666

短期惜入金

1年以内返済予定の
長期借入金

長期惜入金

科目

1,858

期末殘高

(百万円)

137,314

未払費用

84,190

171.760



収益認識に関する注記
当社は、機能商品、ケミカルズの事業領域において事業活動を行0ており、国内外の顧客に販売Lております。
製品販売については、製品の支配が顧客に移転したとき、すなわち、製品を顧客の指定した場所へ配送L引き渡した時点で、顧客に
製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なりスク及び経済価値が移転するため、その時点で履行義務を充足したと判
断し、収益を認識しております。二れらの製品の販売による収益は、顧客との契約に係る取引価格で測定しております。
また、収益は顧客との契約において約束された対価から、値引き、りべート及び返品などを控除した金額で測定しております。収益は
重大な戻入れが発生しない可能性が非常に高い範囲でのみ認識Lておりまt。なお、製品の販売契約における対価は、履行裟務の
充足時点である製品の引き渡し後、概ね1年以内に受領しており、重要な金利要素は含んでおりません

1株当り情報に関する注記
1株当り純資産額

1株当り当期純利益

重要な後発事象に関する注記
当社は、2022年4月1日に確定給付企業年金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行することにより、退職給付制度問の移行
等に関する会計処理(企業会計基抽適用指針第1号平成28年12月16日)及び「退職給付制度問の移行等の会計処理に関する実
務上の取扱い」(実務対応報告第2号平成19年2月7田を適用し、硫定拠出年金制度への移1丁部分について退職給付制度の一部
終了の処理を行いまt
二れにより、翌会計年度において、3.090百万円の特別利益が発生します

1,187
250

59 銭

引銭

円
円



第 5 期附属明細書信十算書類関係)

.
2021年
2022年

菱ケミカル株式会社

日
日

月
月

4
3

三

1
肌



1 有形固定資産及び無形問定資産の明細

区分

有形固定資産

資産の種類

建物

構築物

機械及び装置

車両連搬具

τ具、器具及び備品

土地

リース資産

建股仮勘定

合 計

のれん

ソフトウェア

その他

酔

期首

帳簿価額

99,301

無形固定資産

当朔

増加額

10.018

47.569

146,502

当期

波少額

3,728

(注1)当期増加額の主要な内容

製造設佛の維持更新及び子会社を吸収合併したことによるものであります。

(注2)当楜減少額の主要な内容

吸収分割による移転等によるものでありまt。

(注3)「当期減少額」及び「当期償却額」柵の()内は内数で、減損損失の計 1二額であります。

(注4)「当期末償却累計額欄には、誠損損失累計額が含まれております。

5,631

436

11,014

39,6能

当期

償却額

フ,768

(496)

4,461

(38)

43,97フ

(2,47の
182

U9,741

289

91

6,534

12,316

830

期末

帳簿価額

97,822

43,8引

2 引当金の明細

469,289

2

30

当朔末

償却累計額

221,287

23

341

区分

貸倒引当金

賞与引当金

退職給付引当金

株式給付引当金

定朔修緋引当金

固定資産整理損失引当金 XI

債務保証損失引当金

環境対策引当金 X2

X 11年内固定資産整理損失引当金を含んでおります。

X2 1年内環境対策引当金を含んでおります

81,542

別5

(183)

10

48,450

143,47フ

(単位:百万円)

期末

取得価額

319,109

2,758

129,840

4,509

(48)

フ,985

66,858

(339)

83,919

(522)

1,660

216,546

10,744

315

3、216

1,208,581

2,907

72,92912,697

188

5,3能

119,399

264,996

10,229

61,088

(3,054)
191

1,338,421

3,222

舗,626

●4

655

1,756

68,576

3販売費及び般管理費の明細

科目

運輸費

給与及び副費

研究開発費

業務委託費

減価償却費

その他

合計

467,758

1,801

1,637

Q2)

1,370

(0)

3.199

(12)

1,446

1,468

U9,399

期首残高

1,723,698

'1,293

2,101

(単位:百万円)

当期増加額当瑚減少額期末殘高

58,576

2.191,456

10,211

1,670

10,883

67,846

168

1,575

15,973

21

34,393

1、580

142

197

1,121

5,210

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

(単位;百万円)

金額

178

2,茄0

584

11,347

4,565

62

138

49,744

32,009

35,276

23,324

3,099

28,673

172,126

1,106

33,929

64,861

248

1,633

1,121

5、210

1,788

178

763

合



三菱ケミカル株式会社

代表取締役福田信夫 風

常虫力監査役

嵯ミイ§1斐

澀、たち監査役は、会礼法第 381 条第1項の脱定に基づき監介報告・を作成いたしましたの

で、別紙のとおり提出いたします。

2022年5月17日

監査帳告の提出について

1;T繋ミ

小林

1降
"
戊



私たち監査役は、 2021年4 門 11ヨから 2022年3月31日までの三斐ケミカル株式会社の第5 期亊業"Ξ

度の取締役の職務の執行に関して、各硫査役が作成した畷査搬告に基づき、監査役連絡会にて恊議の#占

果、嚇杏役全Rの致した意見として、本靴杏帳佑を作成し、以 Fのとおり帳告いたします。

監査の方法及びその内容

各捺査役は、監査役監査基難に凖拠し、織査役速絡会において協議策定した野剣の監査方針、監査

計画等に従い、インターネット等を絲山した予段も活川しながら、取締役、内部輪介部門その他の従

業員、親会社の監査委員その他の者等と意思疎通を図り、情報の収集及び靴査の環境の整備に努め

るとともに、以下のガ拙で懐査を尖施しました。

①取締役会その他の埀聾な会議に出1常し、取締役及び従業員等からその城務の甑行状況について耀

冉を受け、必要に応じて説四」を求め、重要な決裁;牛類等を開覧し、本社及び1三要な亊業所におい

て業務及び財産の状況を調介いたしました。また、子会礼については、常勤織作役が一都の〒会

社の肱査役を版務("するとともに、 f会社の取締役及び艦佐役等と意思疎通及び恬峨の交煥

を図り、必饗に応じて子会社に対し事禁の桜告を求め、その業拐の状況を訓査いたしました。

("常虫が肌査役の宮森峰排はn本ポリケム株式会礼、2022ι1三リΠ Hから三菱ケミカルエンジニ

アリング株式会礼の捺査役を簾務。

②出業傑告に記載されている取締役の城務の執行が法令及び定款に適合することを硫保するため

の休制その他株式会社及びその子会社から成る企業集剛の業務の適正を確保するために必要な

ものとして会社法第 3舵条第4項第6・号並びに会社怯施行規則第川0 条町打項及び第3項に定

める休制の彬備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき雜備されている体制(内部統

制システム)1こついて」鴨査役連絡会において定めた内部統制システムに係る監査の尖施基染に

準拠し、取締役及び従業員等からその榊築及び述胴の状況について定棚的に報告を受け、必愛に

応じて説明を求め、'意見を表明いたしました。また、 f会社に対しては、その取締役及び従樂員

等から必要に応じて内部統制システムの1俳築及び迅川の状況について帳告を受け、説明を求め、

意見を表明いたしました。

③事業帳告に記械されている会社法施行規則第 1玲条第5・号イの留意した亊項及び同号口の判断

及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を

加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を尖施しているかを監視及び検証するとと

もに、会計監査人からその職務の執行状況について般告を受けq必要に応じて説明を求めました。

また、会計監査人から川哉務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規

則第 131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成 17年10月那日企業会計

審議会)等に従って整備している旨の通知を受け一必要に応じて説明を求めました。

査報 告監



以上の方怯に基づき、当設事業郁1曳に係る事業縦告及びそのW,1属明細・."並びに計算;!1噸(貸備対照

表、損桃計算冉、株*資本等変動計算轡及ひ個別洗記表)及びその剛1属明細需にンいて強討いたしま

した

2.盤査の1'巣

a )亊業沸告等の蹴査糊米

1 事業桜告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している゛.,のと認

めます'

2 財務術ノそは, 、すべての甲要な

点において、 ;,1:・(*)を発行し

ています力{、

(*リ疏査縦告占は、"礼及び株式会社三凌ケミカルホールディングスのみを刊川行として戀定し

ており、当社及び株式会社三菱ケミカルホールディングフ、以外に配布及び利川されるへき電,

のではない括の記城があります'

3 取締役の職務の執行に関する下111の行ゐXは法令?¥しくは定歓に述反する爪大な串尖は認めら

れません。

1 内都統制システムに1瑚する取締役会決議の内介は州当であると認めます。また、野該内都統制シ

ステムに開する那業蝦告の記幟内容及び取締役の職務の快行に'ノいても折痢すべき亊項は認め

られません。

唱事業蛾冉に記城されてし・',る親会礼等との取'}1に'ンいて、噺該取引をするに"1たり当礼の刊益を害

さないように解意した出項及び漸該取引が出礼の冽益を害さたいかどぅかにソしての取締役の

則断及びその11n山に'ノいて、擶摘すべき.Ⅱ頌は認められませノV。

化)計算辨類及びその附1風明細樽の監査粘果

会計監査へεY新"本イi限ム'任鼈介法人の監賓のノj法及び結果は川「であると,忍めます。

2022年5 j} 17 1、1

・錠ケミカル株式会社

宮森隆芽号
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監査報告書

三菱ケミカル株式会社

2021年4月1日至 2022年3月31日岫



菱ケミ

代表取締役

独立監査人の監査報告書

カル株式

EY新日本有限
京事東

指定有限責任社員

業務執行社員

指定有限責任社員
業務執行社員

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、三菱ケミカル株式会社の

2021年4月1日から2022年3月31日までの第5期事業年度の計算書類、すなわち、
貸借対照表、損益計算霄、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書(以下
「計算書類等」という。)について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国に粘いて一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期問の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準に謁ける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における藍査人の
責任』に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載

内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの
整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記内容に対して意見を表明するものではない。
計算婁類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に

おいて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載
内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した
場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

任

務

20 22年5月1 6日

査法人

所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

中松知区

井且永メー存一
川御寿謬

岡部城

公認会計士

公認会計士
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計算書類等に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断Lた内部統制を
整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する
責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及ぴ運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
より発生する可能性があり、個別に又は集計tると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる揚合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示りスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及ぴ適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、りスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に閧する
重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を
喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、
計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。靴杏人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。

計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の
表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている
その他の事項について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との問には、公認会計士法の規定1こより記載すべき利害

関係はない。
以上


